
エムシーハートナーズ株式会礼愛知オフィス(以下

式会社愛知オフィスの過半数労働者代表(以下乙

1項の規定に関し、次のとおり協定する。

労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定

(対象となる派遣労働者の範囲)

第1条本協定は、全派遣従業員(以下派遣社員という。)に適用する。

2 派遣社員については、派遣先が変巫される頻度が高いことから、中長期的なキャリア形成

を行い所得の不安定化を防ぐ等のため、本労使恊定の対象とする。

3 甲は、派遣社員について、の労働契約の契約期間中に特段の事情がない限り、本協定

の適用を除外しないものとする。

(賃金の構成)

第2条派遣社員の賃金は、基本給、時間外労働手門、深夜・休日労働手ソ及び通勤手宍とする。

なお、基本給については、その比較対象となる同種の業務に従串する般の労働者の平

均的な賃金の額に、退職手当相汽額(5゜。)が含まれているため、これらを考慮して決

定している

甲という。)とエムシーハートナーズ株

という。)は、労働者派遣法第30 条の4第

(賃金の決定方法)

第3条派遣社員の基本給及び賞与相当額の比較対象となる同種の業務に従事する般の労働

者の平均的な賃金の額は別表1のとおりとする

(D 比較対象となる同種の業務に従事する般の労働者の職種は、令和6年8月27日付職発

0貌7第 1号令和 7年度の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護

等に関する法律第30 条の4第1項第2号イに定める同種の業務に従事する一般の労働

者の平均的な賃金の額等について(以下通達という)に定める中分類 m07 製

造技術者」 mⅡその他の技術の職業「034 般事務・秘毒・受付の職業」「039 生産

関連事務の職業」「073 製品製造・加工処理工(金属製品・食料品等を除く)」「081 生

産類似の職業」「099 その他の運搬・清掃・包装・選別等の職業とする。

(2)通勤手当については、基本給とは分航し、第6条のとおりとする。

(3)地域調整については、通達に定める地域指数の都道府県単位にて調整する。

(4)退職手当の比較対象となる同種の業務に従事する般の労働者の平均的な賃金の額に

ついては、通達の第3の4に定める合算により比較する方法とし、その額を別表1に定め

る額に5%を乗じた額 a 円未満端数切り上け')とする。

第5条甲は、第7条の規定による派遣社員の勤務評価を基礎能力勤務態度業務遂行能

力などに基づいて行,た結果、職務の内容等について向ヒが認められた場介は基本給の

改定をおこなう。改定する場合には就業条件明不書により個別に定め通知するものとする。

2 前項の定めにかかわらず、勤務評価の結果が著しく悪い場合は降給を行うことがある。

第4条派遣社員の基本給は、別表1の同種の業務に従事する般の労働者の平均的な賃金の額

と同額以上であることを満たした別表2のとおりとする。

第6条通勤手当は、通勤に要する実費に相当する額を支給する。その取扱いは

則を適用する。

(賃金の決定に当たっての評価)

第7条基本給は、派遣開始後に年1回定期的にhう公正に実施された勤務評価の結果に基づき

決定する。

(賃金以外の待遇)

第8条教育訓練(次条に定めるものを除く。)、福利厚生その他の賃金以外の待遇については、

職務の内容、当。亥職務の内容及びその他の事情を勘案して通常の労働者(派遣労働者を除

く)との均等・均衡待遇を保つものとする

(教育訓ネ劇

第9条労働者派遣法第30 条の2に規定する教育訓練については、労働者派遣法に基づき別途

定めるエムシーハートナーズ・キャリアアップに資する教育司1様東実施。f画に従って実

施する。

(その他)

第 10条本協定に定めのない事項については、別途、労使で誠実に協議する。

(2)本協定に定めた事項についても、労使で滅実に協議して合意したものについては改定す

る

通勤費補助規

(有効期間)

第Ⅱ条本協定の有効期問は、 2025年4月1日から 2026年3月31日までの 1年間とする。
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過半数労働者代表

エムシーハートナーズ株式会社

チーフ

今泉久美子

愛知オフィス

岩倉七重

ノ魚小之、

" i、
劇＼

<、A/



別表1 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額(基本給及び賞与の関係)

007 皇.造技'者

0Ⅱ

職業安定業務統計地域指数

その他の技術の職業

034 一般那務秘曾受付の職業

039 生産閏迎事務の職奘

職奘安定業務統。ι値

地域調整単価

職業安定業務統計値

地域調整単価

職業安定業務統計値

地域調整単価

職崇安定業務統計値

地域調整単価

職業安定饗務統計価

地域調整単価

職業安定奘務統計値

地域調整単価

畷奘安定婁務統計値

地域調整単価

0乃製品製造加工処理工

(金属製品・食ゑ品等を畔く〕

081 生産テ戸似の職奘

.

愛知県

099

基準値及び基準値に能力

0年 0.5年

その他の運搬浩

包装這三1等の職饗

1.048

1,297

1,360

1,308

経験調整指数を乗じた値

2年1年

1,401

1,469

1,209

X 「令和5年職業安定業務絖計」の中分頚に該当する業務

1,141

1,413

1,234

1,505

1,578

1,232

1,153

1,518

1,333

1,193

1,612

1,690

1,323

1,246

1,626

1,431

1,288

1,417

1,338

1,305

1,534

1,384

1,433

1,402

1,483

1,502



別表2 対象従業員の基本給及び賞与相当額

小分類

007 製造技備老

0Ⅱその他の技術の職奘

034 一般事務秘曾受竹の識業

応する一般の労佳力者の半均的な賃金の額

039 生産閏迎班務の職業

基本給・賞与相当額

退金5%含む金額

073 製品製造加工処理工

対比、する一般の労働者の平均的な賃金の額

本給

(金属製品食製品等を呼く)

.

退職金5%含む金額

081 生産'頁似の臓撲

与相当額

本給・賞与相当額

退職金50。含む金額

1,360~

1,442~

099 モの他の運搬浩

本給・賞与相当額

1,308~

1,387~

退職金500含む金額

包装選別等の識奘

1,469~

1,558~

本給・賞与相当額

す応する一般の労働者の平均的な1 金の額

1,141~

1,210~

退職金5%含む金額

1,413~

1,498~

1,578~

1,673~

本給・賞与相当額

1比する一殻の劣働老の平均的な貫全の頚

1,234~

1,309~

退職金5%含む金額

1,232~

1,306~

基本給・賞与相当額

退職金50。含む金額

1,518~

1,610~

上記表中金額は「令和5年職業安定業務鞍計1 と伺一の金額である。

ノ退職金支給対永者は基本給一与相当額に500を黍じた額を退議金相当額として基τ給及び一与相当額とあわせて支給才る。

1,153~

1,223~

1,690~

1,792~

1,333~

1,413~

1,323~

1,403~

1,193~

1,265~

1,626~

1,724~

1,246~

1,321~

1,431~

1,517~

1,209~

1,282~

1,417~

1,503~

1,288~

1,366~

1,338~

1,419~

1,534~

1,627~

1,305~

1,384~

1,384~

1,468~

1,433~

1,519~

1,402~

1,487~

1,483~

1,572~

1,502~

1,593~


